
 
 

 

《三木税務署からのお知らせ》 

 
 

 

令和６年２月８日（木）から３月15日（金） 

（午前９時～午後４時） 

※土日祝日は除く。 

※来場者が多数の場合は早めに受付を終了する 

場合があります。 

 
 

 

 

 

    
 土地等の譲渡所得や贈与税に関する相談は、相談担当者が従事している 
次の「◎」が記載された日にお越しください。  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

2月

3月

 

 

  ２月８日から２月15日までは、 

 近畿税理士会三木支部の税理士が 

 従事されています。 

  

  

 
 

 

  
   申告相談は入場整理券が必要です。 

 入場整理券は、会場受付での発券と 

LINEアプリでの事前発券があります。   
※LINEからの入場整理券は２月16日開始となります。 

LINEで「国税庁」  

を友達登録して  → 

ください。       → 

三木税務署 詳しくは、確定申告で検索 ▶▶▶ 

場   所 

土地等の譲渡所得や贈与税に関する相談について 

確定申告会場は 

  みっきぃホール  
 市・県民税申告相談を 

 同時開催しています。 

三木市上の丸町10－30 

    みっきぃホール（三木市役所内） 

※三木税務署内には相談会場はありません。 

 

開設期間 

入場整理券  
※２月７日以前の申告相談は 

税務署で行い事前予約制と 

なりますのでご注意ください。  

自宅からスマホで申告してみませんか？ 
   国税庁ＨＰの「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカード 

を使ってe-Tax！！ 確定申告書等作成   → 

コーナーはこちらから → 



※ ＩＤ・パスワード方式は暫定的な対応です。 
  お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。 

 

申告書の作成・送信は 

 国税庁ホームページから！

 作成コーナー 

【確定申告書等作成コーナー】 

 STEP1.  「国税庁ホームページ」へアクセス 

 

作
成
開
始 

！ 

 STEP2.   画面の案内に従って入力→自動計算！ 
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国税庁HP 

「マ イナポータル

連携特設ページ」

はこちら  

 

マイナポータル連携なら…… 
 

 

 

 

各種控除証明書等のデータを 

一括取得し、確定申告書の該当 

項目に自動入力できます。 

マイナンバーカードをお持ちの方 
 ＩＤ・パスワードをお持ちの方 

 

⾒本 

 STEP3.   申告書をデータ送信 

このチラシには開発中の画⾯が含まれておりますので、実際の画⾯とは異なる場合があります。 

または 

みっきぃホールへ 

 行かずに済まそう！！ 


